
輪島市下水道災害復旧工事発注者支援業務特記仕様書 
 
第１章 総 則 

第１条 目 的 
 本業務は、輪島市上下水道災害復旧事業において、必要となる工事調整、積算、工事管理に関す
る技術的業務を一体的に実施することにより、当該事業の円滑な推進及び品質確保を図ることを目
的とする。 

第２条 適用 
 本特記仕様書は、「輪島市発注者支援業務共通仕様書」の他、特に順守すべき事項を定めたもの
である。 

第３条 履行期間 
 本業務の履行期間は契約締結日の翌日から令和１１年３月３１日までとする。 

第４条 技術員の構成 
 本業務に係る管理技術者及び技術員の資格基準は別表１の資格を２以上有する者とする。なお、
これにより難い場合は協議に基づき構成するものとする。 
 

第２章 業 務 
第５条 業務内容    

 本業務は、令和８年度より令和１０年度の期間において、輪島市上下水道災害復旧事業の効率的
な推進が希求されていることを念頭に置き、輪島市における地域特性を踏まえた災害復旧に関する
様々な取り組みの実施状況を十分に理解した上で、本業務及び補助業務を遂行するものとする。  
別表２及び別表３並びに別紙平面図参照   

第６条 成果品 
  本業務の成果品は全てデータファイルとし、以下のとおりとする。 

業 務 内 容 部 数 摘  要 

工 事 調 整 

業 務 計 画 書 １部  

協 議 資 料 １部  

月 次 報 告 書 １部  

打 合 せ 記 録 簿 正副各１部  

工 事 管 理 
現場管理報告書 １部  

創意工夫提案書 １部  

積 算 
積 算 資 料 １部  

積 算 デ ー タ １部  

災害関連応急 

復旧補助業務 

作 業 報 告 書 1部  

打 合 せ 記 録 簿 1部  

 
第７条 準拠すべき基準等 

 本業務の設計・施工にあたっては、契約書、本仕様書、関連法規の他以下の基準書等を適用する
ものとする。 

1. 石川県土木工事施工管理基準 
2. 石川県土木工事標準積算基準書 
3. 下水道用設計標準歩掛表（令和８年度～） 
4. 下水道管理積算資料 
5. 下水道施設維持管理積算要領 
6. その他関連文献 

２.宿泊施設の積算にあたっては、輪島市内の賃貸住宅の契約に要する費用の平均価格を採用し設
計するものとする 
 

第３章 技術者の常駐 
第８条 技術者の常駐 

 受注者は、本業務を実施するに当たり、管理技術者及び技術員の事務にあたっては常駐とする。 
２. 災害関連応急復旧補助業務に従事する技術員については常駐対象技術員としないものとする。 
３.発注者は受注者に専用の事務室を供与するものとし、事務室使用に要する消耗品等については
受注者の負担とする。 

第９条 宿泊施設 
受注者は、常駐する技術者に対して宿泊施設を供与するものとする。 

２.受注者は供与された宿泊施設管理者と直接契約し所要額を支払うものとする。ただし所要額に
ついては、業務契約の年度精算額に含むものとする。 
３.初年度においては供与した宿泊施設を利用するものとする。なおこれにより難い場合は当該年
度に要する費用の一切を宿泊施設管理者に対して支払わなければならない。 
４.宿泊施設費用の設計計上額は施設管理者の見積を採用する事とする。なお見積徴収は受注者側
の責により徴するものとする。 
 



第４章 その他 
第１０条 疑  義 

本業務について、設計図書に明記無き事項又は内容などに疑義が生じた場合は 
速やかに発注者と協議するものとする。 
 
 
 

〇別表１ 第４条関連［職階資格基準］ 

業務内容 区 分 資 格 等 

工 事 調 整 
管理技術者 

（技師Ａ） 

① 技術士（建設部門又は総合技術管理部門－建設） 

② ＲＣＣＭ 

③ 公共工事品質確保技術者（Ⅰ） 

④ 1級土木施工管理技士 

⑤ 1・2級管工事施工管理技士 

⑥ 下水道法第２２条に基づく監督資格 

⑦ 水道法第１２条に基づく監督資格 

⑧ 同種業務の実績を有する者＊ 

工 事 管 理 
工事監督員 

（技師Ｃ） 

① 公共工事品質確保技術者（Ⅰ）（Ⅱ） 

② １級又は２級土木施工管理技士 

③ 下水道法第２２条に基づく監督資格 

④ 水道法第１２条に基づく監督資格 

⑤ 発注者が上記と同等と認めたもの 

⑥ 同種業務の実績を有する者＊ 

積   算 

（区分３） 

技師（Ｃ） 

技 術 員 

① ３年以上積算システムを使用した業務実績を有する者 

② ３年以上ＣＡＤによる設計図作成実績を有する者 

③ 同種業務の実績を有する者＊ 

災害関連応急復旧補助業務 技師（Ｃ） 

① 管路・マンホール目視調査 

② ＴＶカメラ調査立会 

③ 管路清掃業務補助 

＊同種業務：災害復興及び災害復旧工事及び国・地方公共団体・特殊法人等が施行する支援業務 

 

 

 

〇別表２ 第５条関連［本業務内容及び年度別管理対象工事件数］                    

業務職種 業 務 内 容 
令和８年度 令和９年度 令和10年度 

輪島 門前 輪島 門前 輪島 門前 

工事調整 

工事調整及び技術提案 

１９件 ７件 ２４件 ９件 １２件 ９件 

関係機関等協議・資料作成 

災害復旧事業事務補助 

工事管理 
監督代行（一部権限有） 

工事内容・変更管理 

積算・図面 

変更設計書作成 

精算設計書作成 

上記関連図面作成 

 年 度 計 ２６件 ３３件 ２１件 

〇別表３ 第５条関連［補助業務内容］ 

業務項目 内   容 8年度 9年度 10年度 計 

災害関連応急復旧補助業務 
（市内全域） 

管路・マンホール目視調査 5箇所 5箇所 5箇所 15箇所 

ＴＶカメラ調査立会 5箇所 5箇所 5箇所 15箇所 

管路清掃業務補助 5箇所 5箇所 5箇所 15箇所 

 


